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事案の概要

　本件は、無効2016－800013号事件として特許庁に係属した事案の審決に対する審決取消判決である。
　争点は、①新規性の有無、②進歩性の有無、③実施可能要件違反の有無、④サポート要件違反の有無、
⑤明確性要件の有無である。
　特許庁は、いずれの無効理由の主張も理由がないとして、特許無効審判の請求は成り立たないとした
のに対し、裁判所は、①新規性及び⑤明確性の要件については審決の判断に誤りはないとしたものの、
②進歩性、③実施可能要件、④サポート要件については、無効理由を認容して、審決を取り消した。本
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件判決の判決書は、審決の要点もかなり詳しく記載しているため、裁判所の判断と対比して読むと、事
実認定と判断の違いが良く分かる。
　上記のうち、「③実施可能要件」の問題で裁判所が判断したのは、本件特許の明細書の記載が、経済産
業省令（特許法施行規則24条の２）の規定に適合するか否かである。この判断の違いが、「②進歩性」と「④
サポート要件」の判断にも影響を及ぼして、審決とは異なる結論となった。
　特許法36条４項１号の委任省令規定である特許法施行規則24条の２の規定の適否について裁判所が示
した事案はそれほど多くなく（筆者の知る限りでは、知財高判平成21年７月29日・判タ1325号228頁「ス
ロットマシン事件」無効審決取消請求事件、知財高判平成24年３月14日・判時2158号106頁「軸受装置事件」
拒絶審決取消請求事件などがある）、参考になると思われるため、ここに紹介する次第である。
　特許法36条４項１号と特許法施行規則24条の２の規定は、次のとおりである。
　特許法36条４項

　特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならな
い。　

　・・・
４　前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。　
一　経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有す

る者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

経済産業省令・特許法施行規則24条の２
　特許法36条４項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びそ

の解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の
意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

　なお、特許法36条４項１号と特許法施行規則24条の２との関係について、特許庁編「工業所有権逐条
解説」は、次のように説明している。

「四項は発明の詳細な説明の記載要領を規定したものである。一条の説明において述べたように、特
許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で独占権を付与するものであるが、
発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義も失われ、ひいては特許
制度の目的も失われてくることになる。その意味で本項はきわめて重要な規定である。本項は、平成
一四年の一部改正までは、発明の詳細な説明の記載要領のうち、特許出願に係る発明についての記載
要領のみを規定しており、一号及び二号という構成を採っていなかったが、同改正により先行技術文
献情報の開示についても規定することとされ、一号及び二号に列挙する構成とされた。

一号に相当する内容として、平成六年の一部改正前は、発明の詳細な説明においては、①発明の目
的、構成及び効果の記載を通じて発明の技術上の意義が理解され、②当業者が容易にその実施をする
ことができるような記載を求めていた。同改正後は、前者については、経済産業省令で定めることとし、
施規二四条の二において「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する
技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載
する」旨規定するとともに、後者については本項において、当業者がその実施をすることができるよ
うな記載とすべきことを規定し、従来と同様に発明の詳細な説明が有する機能を担保した。」
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